
JRFU セーフティーアシスタント 

認定講習会 開催実施要項 

 

１．主 催 (公財)日本ラグビーフットボール協会 

 

２．主 管 (公財)日本ラグビーフットボール協会 安全対策委員会 

      関東・関西・九州ラグビーフットボール協会 安全対策委員会 

   沖縄県ラグビーフットボール協会 安全対策委員会 

 

３．目 的 ラグビー競技におけるプレーヤーの安全、試合中の負傷等に対する迅速な対応、試合の円滑

な進行に関する認識・知識を共有すること。(競技規則第 6条 A.5.(a)参照) 
 

４．日 時 2019 年 5 月 25 日（土） 午後 3 時 00 分 ～ 午後 4 時 30 分（受付午後 2 時 30 分から） 

 

５．場 所 琉球リハビリテーション学院 南棟 講堂Ⅰ 

      〒904-1201 沖縄県国頭郡金武町字金武 4348-2  TEL098-983-2130 

 

６．講習会名 2019 年度 第一回沖縄県セーフティーアシスタント認定講習会 

 

７．内 容  (1)挨拶 安全対策委員 

       (2)セーフティーアシスタント制度の歴史的背景について 

(3)関連する競技規則および資格について 

(4)セーフティーアシスタントの役割、服装、所持品について 

(5)セーフティーアシスタントとして必要な医学的基礎知識 

       (6)その他 

 

８．参加者  ラグビー競技の現場における安全管理を志すもの または 担うもの 

 

９．受講条件 (1)年齢は１５歳以上であること。＊中学生以下は不可 

(2)ラグビー競技を理解し、セーフティーアシスタント職務を行える身体であること。 

 

１０．講 師 (1)都道府県協会安全対策委員、及び日本協会安全対策委員 

       (2)都道府県協会医務委員 及び日本協会医務委員 

       (3)その他、日本協会及び都道府県安全対策委員会が特に認めたもの 

 

１１．運営委員 主管協会委員 

 

１２．資 料 (1)「セーフティーアシスタント制度」講習資料 

(2)「ラグビー外傷・障害対応マニュアル」日本協会発行 

(3) その他  

 

１３．その他 (1)チームは協会登録の際、1 名以上のセーフティーアシスタント資格保有者を申請しな

ければならない。 

(2)2016.3 の“セーフティーアシスタント（SA）切替・移行猶予期間について(通達)”

により、有効期限は発行年度含め 4 ヶ年度＋5 ヶ月（翌年度 8 月 31 日まで）とする。 

 

追記事項：同日、同会場にて「応急手当講習会」も実施されます。希望者はご参加下さい。 

日時：13：30～14：30 

会場：治療 2（実習室） 

人数：30名程度 

主催：琉球リハビリテーション学院 理学療法学科、メディカルスポーツ柔道整復学科 


